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第５章 食育の推進体制と役割分担

食育を推進するに当たっては，子どもの保護者，教育関係者，農林業者，食品関連

事業者，行政等の多様な関係者が連携・協力しながら,市民運動として取り組んでいき

ます。

市は，旭川市食育推進会議の運営を行い，教育，保健福祉，農政，商工などの庁内

関係部局が横断的な連携を図りながら，計画の推進に努めます。

・家庭で

・学校で

・保育所等で

・地域で

参加

協力

１ 食育の推進体制

関係府省

食育推進会議

食育推進基本計画の策定・実施

国

教育・保育・医療・保健関係者等

子どもの保護者

農林業者等

食品関連事業者等

各種団体，ボランティア等

関係者・団体等

地方公共団体

旭川市食育推進会議

旭川市食育推進計画の策定・実施

都道府県食育推進会議

都道府県食育推進計画の策定・実施

旭川市

都道府県

食育推進会議
※食育基本法に基づき，内閣府に「食育

」 ，「 」推進会議 が設置され 食育推進会議
は，食育推進基本計画を作成し，その実
施を推進するとともに，食育の推進に関
する重要な事項について審議します。

旭川市食育推進会議
※旭川市食育推進会議条例に基づき設置さ
れ，旭川市食育推進計画の作成や食育の推
進に関する基本的事項について調査審議し
ます。
この会議は，学識経験者，教育関係者，

児童福祉関係者，消費者団体関係者，農業
関係者，食品産業関係者，保健医療衛生関
係者と公募委員の計２０名以内で構成され
ます。


